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令和４年３月  日 

 

第９回東京都北区景観づくり審議会 書面表決書 

（第１号議案） 

 

東京都北区景観づくり審議会会長 様 

 

氏名                

 

私は、第９回東京都北区景観づくり審議会の第１号議案について、下記のとお

り表決します。 

 

第１号議案 正副会長の選出について（資料１） 

（※どちらかに〇をつけてください。） 

（１）会長の選出について       承認する     承認しない 

（２）副会長の選出について      承認する     承認しない 

意見等（意見等がある場合、記載ください。欄が不足の場合は別紙（様式自由）に記載

のうえ、この用紙とともに北区都市計画課へ送付ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この書面表決書は３月２２日（火曜）までに東京都北区都市計画課に到着する

よう送付してください（返信用封筒があります）。 

※.書面表決書が期限内に到着した委員の報酬を指定の口座にお振込みいたしま

す（なお、委員のうち、関係行政機関及び区職員への報酬はありません）。 
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令和４年３月  日 

 

第９回東京都北区景観づくり審議会 書面表決書 

（第２号議案ほか） 
 

東京都北区景観づくり審議会会長 様 

 

氏名                

 

私は、第９回東京都北区景観づくり審議会の各議題について、下記のとおり表

決します。 

（※どちらかに〇をつけてください。） 

【諮問事項】第２号議案 東京都選定

歴史的建造物の選定に係る意見照会

について（資料２） 

了承する    了承しない 

意見等（意見等がある場合、記載ください。欄が不足の場合は別紙（様式自由）に

記載のうえ、この用紙とともに北区都市計画課へ送付ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面あり） 
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【報告事項】令和３年度 景観届出等

の状況報告（資料３） 
 

意見等（意見等がある場合、記載ください。欄が不足の場合は別紙（様式自由）に

記載のうえ、この用紙とともに北区都市計画課へ送付ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この書面表決書は３月２２日（火曜）までに東京都北区都市計画課に到着する

よう送付してください（返信用封筒があります）。 

※書面表決書が期限内に到着した委員の報酬を指定の口座にお振込みいたしま

す（なお、委員のうち、関係行政機関及び区職員への報酬はありません）。 



 

 

東京都北区景観づくり審議会委員名簿 

（令和３年 9 月１7 日現在） 

第一号委員（学識経験者） 

  北原 理雄  （きたはら としお）  千葉大学名誉教授（建築） 

  吉村 晶子  （よしむら あきこ）  名城大学教授（工学） 

  雨宮 護   （あめみや まもる）  筑波大学准教授（システム情報系社会工学） 

  村井 祐二   （むらい ゆうじ）   （株）計画設計・インテグラ代表取締役 

 （北区景観アドバイザー） 

  丸山 吉栄  （まるやま よしひで） （一社）東京都建築士事務所協会北支部長 

 

第二号委員（区議会議員）  

 渡辺 かつひろ（わたなべ かつひろ） 区議会議員 

  古田 しのぶ （ふるた しのぶ）   区議会議員 

  さがら としこ（さがら としこ）   区議会議員 

  赤江 なつ  （あかえ なつ）    区議会議員 

 

第三号委員（区民） 

  安住 孝史   （やすずみ たかし）  画家 

  遠藤 千代美  （えんどう ちよみ）  元美しい景観をつくる都民会議会員 

    宮川 淳子   （みやかわ じゅんこ） 北区スクールコーディネーター連絡協議会代表 

  矢吹 静子   （やぶき しずこ）   北区男女共同参画審議会委員 

  

第四号委員（関係行政機関） 

  早川 潤    （はやかわ じゅん）  国土交通省関東地方整備局 

荒川下流河川事務所長 

  吉野 静夫   （よしの しずお）   東京都第六建設事務所長 

  菅井 和男  （すがい かずお）   警視庁赤羽警察署長 

  

第五号委員（区職員） 

  中嶋 稔    （なかじま みのる）  政策経営部長 

  藤野 浩史   （ふじの ひろし）   地域振興部長 

 雲出 直子   （くもで なおこ）   生活環境部長 



第９回東京都北区景観づくり審議会 議題説明  

令和４年３月１５日書面開催 

（１） 

第１号議案「東京都北区景観づくり審議会会長及び副会長の選出について」 

（資料１） 

  東京都北区景観づくり審議会の会長及び副会長、各々の任期である２年が

経過したため、選出をお願いするものです。 

事務局としては引き続き、会長を北原委員、副会長を吉村委員にお引き受け

いただきたく、推薦するものです。 

なお、お二人には事前にご了承を得ていることを申し添えます。 

各委員におかれましては、別紙の書面表決書（第１号議案）を記入のうえ返

信いただきますようお願いいたします。 

 

（２） 

第２号議案「東京都選定歴史的建造物の選定に係る意見照会について」 

 （資料 2） 

  2-1 が区長からの諮問文、2-2 が東京都から北区への意見照会文であ

り、記載の４物件が対象となっております。 

2-３の１ページをご覧ください。１要旨のとおり、「東京都選定歴史的建

造物」を新たに選定するにあたり、区内の候補建造物について意見照会があ

ったため、本審議会へ諮問したものです。 

対象となる建造物は、みんなでつくる北区景観百選 2019 にも選定された

４物件であり、各所有者への同意等の手続きは東京都により並行して行われ

ております。 

２ページは２現況と３今後の予定です。本審議会から答申をいただき、北

区からの回答後、東京都において所要の手続き後に選定、告示されます。 

なお、候補建造物は選定が確定したものではないため、非公表の扱いとな

っていることをご承知おきください。 

本議案につきましても、別紙の書面表決書（第２号議案）を記入のうえ返

信いただきますようお願いいたします。 

別紙１～３は参考資料です。 

別紙 1 は、制度についての資料です。 

１ページに「東京都選定歴史的建造物」の説明と選定の流れや基準を記載し

ています。現在９６件うち区内では「旧岩淵水門」が選定されています。 

２ページは、選定に伴う義務や周囲への配慮要請、支援についてです。 



別紙２は、東京都が作成しているパンフレットの抜粋です。 

１ページは制度紹介、２ページから１２ページまでが選定されている建造物

の一覧となっており「旧岩淵水門」は５ページに記載されています。 

また、特に景観上重要な歴史的建造物等としては「旧古河氏庭園」が９ペー

ジ、「旧渋沢家飛鳥山邸（晩香盧・青淵文庫）」が１０ページ、「旧醸造試験所

第一工場」が１１ページ、「飛鳥山公園」が１２ページに記載されています。 

１３ページは都条例の抜粋となっています。 

別紙 3 は、今回の候補建造物の概要となっています。 

 

（３） 

令和３年度 景観届出等の状況報告 

（資料３） 

 ・北区景観づくり条例に基づく景観届出等の状況・・・・３-1 

  ３-1 の 1 ページが令和元年度から今年２月末までの状況を集計したもの

で、届出数はやや減少しています。 

昨年度から景観形成重点地区となった中央公園周辺地区について、届出が

ありました。なお、元年度は一般地区として集計しています。 

2 ページには地区別の年度別件数と今年度の地区ごとの種別をグラフで示

しています。 

 

 ・景観形成重点地区 西が丘地区における包括処理報告・・３-2 

  ３-2 は西が丘地区における建築物の配置や敷地面積の規模に一定程度ゆ

とりを確保するための数値基準について、手続きの迅速化、簡素化を図るため、

北区景観づくり審議会が認める場合をあらかじめ包括的に定めており、その

報告です。今年度の該当は既存不適格の敷地として１件で、適用除外規定に適

合しています。   

 

 ・建築物等の景観届出事例          ・・・・３-3 

  ３-３は今年度の届出物件から事例を 3 件紹介するものです。 

 概要、評価、位置、配置、パースを示しておりますので、ご覧ください。 

なお、3 件目の西が丘地区の事例の位置は小規模なためプロットしていま

せんが地区内にて建設中の西が丘小学校の西側になります。 

 

（４）その他 

  本資料等に関しご質問等がある場合は３月１５日（火）までに、また、書

面表決書は３月２２日（火）までに到着するよう返信をお願いいたします。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）第１号議案「東京都北区景観づくり審議

会会長及び副会長の選出について」 
 
 

・ 東京都北区景観づくり審議会会長及び副会長の選出について・・１－１ 

 

 

 

 

 

 

資料１ 



 

 

 

 

東京都北区景観づくり審議会会長及び副会長の選出について 

 

東京都北区景観づくり条例施行規則第３０条第２項の規定に基づき、東京都

北区景観づくり審議会会長及び副会長を選出します。 

なお、東京都北区景観づくり審議会事務局より、会長及び副会長として前回の

任期に引き続き、下記の委員を推薦いたします。 

 

記 

 

 

１ 会長及び副会長 

役職 氏名等 備考 

会長 
北原 理雄（きたはら としお）  

千葉大学名誉教授（建築）   

北区景観づくり審議会の前身

である北区都市景観づくり審

議会時代の平成 19 年から会長

を務める。 

副会長 

 

吉村 晶子（よしむら あきこ）  

名城大学教授（工学） 

 

平成 30 年から副会長を務め

る。 

 

 

２ 任期 

会長：令和５年３月３１日まで 

副会長：令和５年７月３１日まで 

 

１－１ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

議事に関する資料 
 

（２）第２号議案「東京都選定歴史的建造物の 

 選定に係る意見照会について」 
 
 

・ 東京都選定歴史的建造物の選定について（諮問）   ・・２－１ 

・ 東京都選定歴史的建造物の選定について（照会）   ・・２－２ 

・ 東京都選定歴史的建造物の選定について       ・・２－３ 

・ 東京都選定歴史的建造物の制度概要について     ・・別紙１ 

・ 令和３年３月時点での選定済み施設について     ・・別紙２ 

・ 選定候補施設の概要について            ・・別紙３ 

 

 

 

 

 

 

資料２ 

※取扱注意のお願い 

 

資料中に選定候補建造物として北区内の４施設を掲載しておりま

すが、現段階では非公表の情報となっております。そのため、取

扱にはご注意いただきますようお願いいたします。 
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東京 都 選定 歴 史 的 建造 物 の選 定 に つ いて  

 
１ 要   旨  
  東 京都 で は 、歴 史的 な 価値 を 有 す る建 造 物の う ち 、景 観上 重 要な もの

を、東京 都 景観 条 例 第 22 条に 基 づ き「 東京 都 選定 歴 史的 建 造物 」と し

て選 定 し、歴史 的 な資 源 を生 か し た 景観 づ くり に 取 り 組ん で いる 。（現

在 96 件 を選 定 ）  

  こ のた び 、北 区 内に 所 在す る 新 た な選 定 候補 建 造 物 につ い て 、東京都

景観 条 例 第 22 条 第 2 項 に 基づ く 意 見照 会 が行 わ れ た 。  

  東 京 都 か ら の 意 見 照 会 に つ い て は 、 北 区 景 観 づ く り 審 議 会 の 答 申 を

受け 、 回答 を い た した い 。  

  ま た 、所 有 者 への 同 意等 の 選 定 に必 要 な手 続 き は 、別途 、東 京都 によ

り行 わ れる 予 定 で ある 。  

 

  【 対象 と な る 建造 物 等】（重 要 文 化財 等 を除 く ）  

選定 候 補建 造 物  

（予 定 ）  

北区 中 央図 書 館  

 中 央公 園 文化 セ ン ター  

 カ トリ ッ ク赤 羽 教 会  

  

 

  【 選定 基 準 】  

  （ 1）歴 史的 な 価値 を 有す る 建 造 物で 、原則 と して 建設 後 50 年 を 経

過し て いる も の 。  

    （ 2） 東 京の 景 観づ く りに お い て 重要 な もの 。  

①  地域 の 歴史 的 景 観 を特 徴 付け て い る こと 。  

②  地域 の ラン ド マ ー クと し ての 役 割 を 果た し てい る こ と 。  

③  都民 と なじ み が 深 く、地 域の イ メー ジ の核 と なっ て い る こと 。 

  （ 3） で きる だ け建 設 当時 の 状 況 が保 存 され て い る もの 。  

  （ 4） 外 観が 容 易に 確 認で き る （ 外か ら 見え る ） も の。  

 

２－３ 
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２ 現   況 （ 経 過等 ）  

令 和 3 年 10 月  東京 都 景観 審 議 会 専門 部 会に よ る 審 議  

令 和 3 年 1１ 月  東京 都 景観 審 議 会 専門 部 会に よ る 審 議  

令 和 4 年  2 月  東京 都 景観 審 議 会 報告  

        北区 長 への 意 見 照 会  

        所有 者 同意 取 得 開 始（ 東 京都 ）  

 

３ 今 後の 予 定  

  令 和 4 年  3 月 第 9 回北 区 景 観づ く り審 議 会 （ 諮問 、 答申 ）  

  令 和４ 年 度    選 定告 示 （ 東 京都 ）  

 

  （ 参考 ）  

既に 選 定済 の 建 造 物   旧 岩淵 水 門  

 

 



別紙1

旧岩淵水門（北区）
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別紙2
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構造物名称 北区中央図書館 構造物所在地 北区十条台 1-2-5 

   戦前は、東京砲兵工廠銃包製造所の敷地で使用されていた工場棟（旧

275 号棟）の一部を保存活用し、平成 20 年に新たに図書館として

開館されました。 

  赤レンガの特徴的な外観を持ち、中央公園と一体的な景観を形成して

います。 

  北区を代表する景観 10 選 2019 に選定されています。 

 

構造物名称 中央公園文化センター 構造物所在地 北区十条台 1-2-1 
   建物は、戦前の陸軍造兵廠火工廠の本部として昭和 5 年に建てられま

した。戦後、製造所の一部は米軍に接収され、この建物も米軍施設とし

て使用されてきましたが、昭和 46 年に日本に返還されました。そし

て昭和 56 年文化センターとして生まれ変わりました。 

  みどり豊かな中央公園と本建造物が一体となって良好な景観を形成し

ています。 

  みんなでつくる北区景観百選 2019 に選定されています。 

1

別
紙
３





 
 
 
 
 
 
 
 
 

議事に関する資料 
 

（３）令和３年度景観届出等の状況報告 
 
 

・北区景観づくり条例に基づく景観届出等の状況   ・・３－１ 
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北区景観づくり条例に基づく景観届出等の状況 

＜建築物等の景観届出件数＞ 

地区区分 行為 令和３年度※1 令和２年度 令和元年度 

一般地区 

建築行為 61 件 71 件 72 件 

工作物 7 件 11 件 12 件 

開発行為 4 件 0 件 2 件 

景
観
形
成
重
点
地
区 

西が丘地区 

建築行為 10 件 19 件 17 件 

工作物 0 件 0 件 0 件 

開発行為 0 件 0 件 0 件 

隅田川沿川地区 

建築行為 2 件 2 件 2 件 

工作物 1 件 1 件 0 件 

開発行為 0 件 0 件 0 件 

旧古河庭園周辺地区 

建築行為 2 件 1 件 3 件 

工作物 0 件 1 件 0 件 

開発行為 0 件 0 件 0 件 

中央公園周辺地区 

建築行為 1 件 0 件 ―  

工作物 0 件 0 件 ―  

開発行為 1 件 0 件 —  

合計 

建築行為 76 件 93 件 94 件 

工作物 8 件 13 件 12 件 

開発行為 5 件 0 件 2 件 

届出合計 89 件 106 件 108 件 

＜屋外広告物の事前相談件数＞ 

地区区分 行為 令和３年度※1 令和２年度 令和元年度 

一般地区 表示掲出 7 件 8 件 6 件 

景
観
形
成
重
点
地
区 

西が丘地区 表示掲出 0 件 0 件 ０件 

隅田川沿川地区 表示掲出 0 件 0 件 1 件 

旧古河庭園周辺地区 表示掲出 0 件 0 件 0 件 

中央公園周辺地区 表示掲出 1 件 0 件 0 件 

合計  8 件 8 件 7 件 

※1 令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 2 月 28 日まで  

3－1 



2 

 

【建築物等の景観届出件数の推移】 

 
 

【令和３年度※1 建築物等の景観届出件数の内訳】 

 
※1 令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 2 月 28 日まで 
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景観形成重点地区西が丘地区における包括処理報告 
 

景観形成重点地区西が丘地区においては、建築物の景観形成基準のうち、建築物の

ゆとりある配置や敷地面積のゆとりある敷地規模を保つための数値基準（以下「配置

基準」、「規模基準」という。）を定めていますが、北区景観づくり審議会が認めた場合

については、適用しないことができるとしています。 

この手続きの迅速化、簡素化を図るため、北区景観づくり審議会の承認のもとに 

定めた「景観形成重点地区西が丘地区における景観形成基準に関する北区景観づくり

審議会包括処理基準」（以下、「包括処理基準」という。）を平成 27 年 10 月 1 日か

ら運用しています。 

包括処理基準に基づき、配置基準、規模基準を下回っている案件について、以下の

とおり報告いたします。 

 

（１）配置基準 

建築物の壁面の道路及び隣地境界からの後退距離：0.5ｍ以上 

 

＜令和３年度※1 の包括処理基準（配置基準）による案件＞ 

包括処理基準 件数 備考 

適用除外 

ア：道路に面して店舗がある場合の上階 0  

特例措置 

 ア：近隣商業地域や広幅員の道路に面する土地 0  

 イ：道路と一体的な空間整備を行う土地 0  

※1：令和３年４月 1 日～令和４年 2 月 28 日まで 

 

（２）規模基準 

建築物の敷地面積：100 ㎡（約 30 坪）以上 

 

＜令和３年度※1 の包括処理基準（規模基準）による案件＞ 

包括処理基準 件数 備考 

適用除外 

ア：既存不適格の敷地・土地 1 件 案件 0１ 

イ：公共公益上の施設 ０  

ウ：公共公益施設整備に供する土地 ０  

 エ：２項道路後退の土地 ０  

特例措置 

 ア：遺産相続等による分割 0   

 イ：借地権解消による分割 0  

 ウ：建築基準法などの違法性解消 ０  

※1：令和 3 年４月 1 日～令和 4 年 2 月 28 日まで 

３－２ 
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【案件の概要】 
 

● 規模基準 適用除外規定に関するもの 

  

案件 01 ＜適用除外 ア：既存不適格の敷地・土地＞ 

□ 計画概要  

専用住宅、木造 2 階建て（建築面積：47.40 ㎡、延べ面積：93.15 ㎡） 

□ 景観形成基準（規模基準）に対する適否 

建築敷地 87.30 ㎡ ＜ 100 ㎡ 【不適合】 

□ 適用除外に対する確認 

建築敷地は規模基準を下回っているが、登記簿、建築計画概要書等で昭和

48 年時点から現敷地面積であることが確認できたので、包括処理基準 4-

（2）-ア（既存不適格敷地の敷地・土地）の規定により適用除外とした。 

 

  


